
問
大
雨
等
に
よ
り
床
上
浸
水
被
害
が
頻

発
し
て
い
る
大
平
地
区
へ
の
対
策
は
。

答
建
設
部
長
／
大
平
地
区
で
は
、
こ
れ

ま
で
に
大
平
江
川
の
河
道
改
修
を
進
め
て

お
り
、
併
せ
て
流
域
治
水
を
推
進
す
る
施

策
と
し
て
、
沼
津
市
（
大
平
地
区
）
水
災

害
対
策
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東

日
本
台
風
と
同
規
模
の
洪
水
に
対
し
、
床

上
浸
水
を
お
お
む
ね
解
消
す
る
こ
と
を
目

標
に
、
計
画
排
水
量
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

ま
た
、
令
和
三
年
度
に
は
、
国
が
改
築
し

た
江
尻
樋
管
と
市
の
排
水
機
場
を
接
続
す

る
水
路
が
完
成
し
、
自
然
流
下
能
力
が
向

上
し
た
。
大
平
江
川
排
水
機
場
に
つ
い
て

問
自
治
会
等
で
管
理
す
る
ご
み
集
積
場

所
の
使
用
を
め
ぐ
る
、
自
治
会
未
加
入
者

等
と
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
に
向
け
た
本
市
の

取
組
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
ご
み
集
積
場
所
の

使
用
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
策
と
し

て
、
自
治
会
等
の
未
加
入
者
に
は
、
有
料

と
は
な
る
が
、
清
掃
プ
ラ
ン
ト
へ
の
自
己

搬
入
や
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
に
よ
る
回

収
を
案
内
す
る
ほ
か
、
集
積
場
所
の
維

持
・
管
理
に
か
か
る
費
用
負
担
な
ど
に
つ

い
て
、
集
積
場
所
の
管
理
者
と
話
し
合
う

よ
う
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
集

積
場
所
の
管
理
者
に
対
し
、
ト
ラ
ブ
ル
解

問
発
達
に
課
題
を
持
つ
子
供
の
支
援
体

制
の
現
状
と
今
後
の
取
組
は
。

答
福
祉
事
務
所
長
／
保
健
師
が
健
康
診

査
等
に
お
い
て
支
援
が
必
要
と
判
断
し
た

場
合
、
関
係
部
署
等
と
連
携
し
て
適
切
な

指
導
や
情
報
提
供
を
行
う
な
ど
、
母
子
保

健
と
児
童
福
祉
の
両
面
か
ら
切
れ
目
の
な

い
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
令
和
四
年
の
改

正
児
童
福
祉
法
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月

か
ら
市
町
村
に
、６※
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

の
設
置
が
努
力
義
務
化
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
今
後
は
同
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
検
討

す
る
と
と
も
に
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
体

制
の
一
層
の
充
実
を
目
指
し
て
い
く
。

問
教
育
現
場
に
お
け
る
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ

Ｔ
等
の７※
生
成
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
つ
い
て
、①

本
市
の
認
識
と
対
応
は
。
②
宿
題
・
自
己

学
習
に
お
け
る
保
護
者
と
の
ル
ー
ル
設
定

に
対
す
る
本
市
の
考
え
は
。

答
教
育
長
／
①
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
等
の

生
成
Ａ
Ｉ
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
誤

回
答
や
、
成
果
物
が
Ａ
Ｉ
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
も
の
か
否
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
、
子
供
た
ち
の
創
造
性
へ

の
影
響
、
個
人
情
報
・
著
作
権
等
の
取
扱

い
な
ど
、
教
育
現
場
で
活
用
す
る
上
で
様

々
な
課
題
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

一
方
で
、
情
報
活
用
能
力
は
情
報
化
社
会

は
、
今
年
度
中
に
排
水
機
場
の
下
部
工
事

に
着
手
し
、
令
和
八
年
度
の
供
用
開
始
を

目
指
し
て
整
備
を
進
め
て
い
る
。

問
５※

準
用
河
川
の
氾
濫
リ
ス
ク
へ
の
対
応

策
は
。

答
建
設
部
長
／
市
内
の
常
襲
浸
水
地
域

に
お
け
る
水
害
の
発
生
要
因
を
分
析
し
、

地
域
や
河
川
の
特
性
に
応
じ
た
効
果
的
な

対
策
を
講
じ
る
ほ
か
、
短
期
的
な
水
位
低

減
対
策
と
し
て
、
し
ゅ
ん
せ
つ
を
実
施
し

て
い
く
。
ま
た
、
集
水
域
か
ら
氾
濫
域
に

わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
行

う
流
域
治
水
を
推
進
し
、
防
災
・
減
災
に

向
け
て
計
画
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

決
事
例
の
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、

家
庭
ご
み
の
清
掃
プ
ラ
ン
ト
へ
の
自
己
搬

入
の
無
料
化
に
つ
い
て
、
他
市
の
状
況
等

を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

問
火
災
に
よ
り
発
生
し
た
廃
棄
物
を
清

掃
プ
ラ
ン
ト
へ
自
己
搬
入
で
き
な
い
被
災

者
へ
の
対
応
は
。

答
生
活
環
境
部
長
／
火
災
や
放
水
に
よ

り
被
害
を
受
け
た
布
団
や
家
具
な
ど
、
家

財
の
一
般
廃
棄
物
の
戸
別
回
収
は
行
っ
て

い
な
い
が
、
被
災
者
が
最
寄
り
の
埋
立
て

ご
み
集
積
場
所
に
分
別
排
出
し
、
そ
の
旨

の
連
絡
を
受
け
た
場
合
は
適
宜
回
収
す
る

な
ど
、
柔
軟
な
対
応
に
努
め
て
い
く
。

問
ふ
じ
の
く
に
ジ
ュ
ニ
ア
防
災
士
養
成

講
座
の
受
講
状
況
と
今
後
の
取
組
は
。

答
危
機
管
理
監
／
本
講
座
は
、
県
が
地

域
防
災
の
担
い
手
育
成
の
た
め
小
中
高
生

を
対
象
に
実
施
し
て
お
り
、
県
全
体
に
お

け
る
参
加
校
数
は
直
近
三
年
間
で
延
べ

五
百
七
十
九
校
、
こ
の
う
ち
本
市
の
参
加

校
数
は
延
べ
二
十
五
校
で
あ
る
。
受
講
者

数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
受

講
者
の
さ
ら
な
る
拡
大
に
向
け
て
講
座
の

周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
防
災
訓
練

等
に
お
い
て
ジ
ュ
ニ
ア
防
災
士
に
役
割
を

与
え
る
な
ど
、
地
域
に
浸
透
す
る
仕
組
み

づ
く
り
を
自
治
会
等
と
検
討
し
て
い
く
。

を
生
き
る
現
代
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
大

変
重
要
な
能
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

国
が
策
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、

本
市
に
お
け
る
活
用
方
法
を
検
討
し
て
い

く
。
②
家
庭
に
お
け
る
生
成
Ａ
Ｉ
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
各
家
庭
の
判
断
に
任
せ
る

の
で
は
な
く
、
一
定
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が

必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
は
、

本
市
の
対
応
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
保

護
者
や
生
徒
に
対
し
て
利
用
時
の
注
意
喚

起
を
行
う
ほ
か
、
研
修
等
に
よ
り
、
成
果

物
を
受
け
取
る
立
場
で
あ
る
教
職
員
の
生

成
Ａ
Ｉ
に
対
す
る
理
解
や
判
断
力
の
向
上

に
努
め
て
い
く
。

佐
藤
　
健
一
郎

梶
　
　
泰
久

大
草
　
　
満

渡
部
　
一
二
実

床上浸水被害が頻発している
大平地区への対策は

ごみ集積場所の使用に関する
トラブル解決策は

全ての子供の成長、発達のための
子育て支援体制は

チャットＧＰＴ等の生成ＡＩへの
教育現場の対応は

一 般 質 問市政について問う！
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